
加賀市水道事業給水条例施行規程 

平成29年4月1日 

上下水道事業管理規程第30号 

改正 令和元年12月17日上下水道事業管理規程第1号 

(趣旨) 

第1条 この規程は、加賀市水道事業給水条例(平成17年加賀市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。 

(代理人の選任) 

第3条 条例第5条の規定により代理人を選任したときは、速やかに届出をしなければならない。これを解任したときも、

同様とする。 

(管理人の取扱い) 

第4条 条例第6条第1項の規定により選定された管理人は、次に掲げる事項の取扱いをしなければならない。 

(1) 給水装置工事費、料金及び手数料の納付に関すること。 

(2) 給水装置の修繕及びメーターの保管並びに試験の請求等に関すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項 

(工事の申込み) 

第5条 条例第7条第1項の規定により給水装置工事の承認を受けようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)によ

り申込みをしなければならない。 

２ 工事申込者は、給水装置工事の変更又は取消しをしようとするときは、あらかじめ水道事業及び下水道事業(加賀市

上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年加賀市条例第198号)第1条第2項に規定する事業をいう。)の管理者の権

限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。 

(利害関係人の同意する書類の提出) 

第6条 条例第7条第2項に規定する書類は、次のとおりとする。 

(1) 他人の給水装置から支管を分岐して給水装置を設置するとき 所有者又は使用者の承諾書 

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき 土地所有者の承諾書 

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき 利害関係人の同意する書類又は誓約書 

(給水装置の変更又は撤去) 

第7条 前条第1号の場合において、所有者又は使用者が、給水装置の位置を変更し、又は撤去するときは、15日前まで

に支管の所有者又は使用者にその旨を通知しなければならない。 

２ 支管の所有者又は使用者が、前項の通知を受けた後、変更又は撤去の日までに改造又は本管取得の手続をしないと

きは、給水を廃止したものとみなす。 

３ 給水装置の工事申込者は、給水装置を新設し、変更し、又は撤去するにあたって利害関係人その他の者から異議が

あった場合は、当該工事申込者において解決するものとする。 

(指定給水装置工事事業者が工事を行う場合) 

第8条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を行う場合は、着手前に給水装置工事申込書を提出し、承認を受けなけ

ればならない。ただし、修繕工事については、この限りでない。 

２ 受水槽を設ける場合は、受水槽以下の装置の設計詳細図を管理者に提出しなければならない。 

(使用材料及び工事竣工検査) 

第9条 条例第10条第2項に規定する設計審査及び工事竣工検査の方法については、管理者が別に定める。 

(構造及び材質) 



第10条 条例第11条第1項に規定する給水装置の構造及び材質の基準は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」とい

う。)第16条に規定する政令で定める基準に適合しているものでなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、構造及び材質に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

(メーターの設置基準) 

第11条 メーターは、次に掲げる基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を

受けなければならない。 

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個設置していること。 

(2) 貯水槽水道を設けるものについては、受水槽ごとに1個設置していること。ただし、管理者が特に必要と認めた

場合は、この限りでない。 

(工事費の算出基準) 

第12条 条例第12条第2項に規定する給水装置工事費の算出基礎となる材料単価価額、労力歩掛、工賃等は、毎年度初め

に管理者が定め、年度内は変更しない。ただし、当該材料の単価額又は当該工賃が10分の1以上変動したとき、及び当

該基準に規定していない特殊なものを使用するときについては、この限りでない。 

(給水装置の維持管理) 

第13条 条例第15条第2項の規定により修繕に要する費用を徴収することのできる場合は、次のとおりとする。 

(1) 所有者等又はその必要を生じさせた者の事情により、給水装置の位置変更、布設替え等の工事を施行するとき。 

(2) 故意又は過失により給水装置を破損したとき。 

(3) 休止期間が5年以上継続して休止し、後日開始に当たり給水管内の腐蝕(さびの付着)等の原因で使用水量に不足

を来したとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が実費を徴収して施行することが適当と認めたとき。 

２ 給水装置を継続して5年以上休止している場合、管理者は、給水装置が使用不能と認定し通水の責任を負わない。 

(届出義務者及び届出書等) 

第14条 条例第21条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は次のとおりとし、その届出書は同条第1号から第3号

までの届け出については給水装置変更届(様式第2号)、同条第4号の届け出については給水装置工事申込書、同条第5

号及び第6号の届け出については消火栓使用届(様式第3号)とする。 

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき 所有者等 

(2) 所有者等に変更があったとき 新所有者等及び旧所有者等 

(3) 給水装置を共用し、又は共用給水装置を廃止しようとするとき 所有者等 

(4) 給水装置の用途に変更があったとき 使用者 

(5) 消火において公設消火栓又は私設消火栓を使用したとき 使用者 

(6) 消火訓練のため、公設消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき 使用者 

２ 条例第23条の申し出は、共同住宅扱申出書(様式第4号)により行うものとする。 

(メーターの点検等) 

第15条 条例第22条第2項の規定による点検において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、当

該端数は翌月に繰り越して合算する。 

(メーターの設置場所等) 

第16条 所有者等は、メーターを常に清潔にし、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件及び工

作物を設置してはならない。 

２ 前項の規定に違反した者があるときは、管理者は、所有者等に原状回復を命じ、その命令に従わないときは、管理

者がこれを原状に回復し、当該原状回復に要する費用を当該違反者から徴収する。 

３ 管理者が必要と認めるときは、メーター設置場所を変更させることができる。 

(消火栓の使用) 



第17条 私設消火栓を公共のための消火訓練に使用するときは、その事実を証明する書類を管理者に提出しなければな

らない。 

２ 私設消火栓は、管理者において封印することがある。 

(給水装置及び水質検査) 

第18条 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

(1) 給水について、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。 

(2) 水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うと

き。 

２ メーターの検査は、請求者の立会いの下にこれを行う。ただし、請求者が立会いをしないときは、これを理由とし

て検査の結果に異議を申し立てることはできない。 

(用途の区分) 

第19条 条例第27条第2項に規定する用途の区分は、次のとおりとする。 

(1) 一般用 日常の生活及び営業又は事業所の用に供するもの 

(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による一般公衆浴場の用に供するもの 

(3) 臨時用 土木建築工事等の臨時の用に供するもの又は田畑等の農事の用に供するもの 

(4) 消火栓 消火訓練の用に供するもの 

２ 用途別区分が前項各号により難いときは、管理者が定める。 

(使用水量の認定) 

第20条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。 

(1) メーターに異常があったときは、前2月間の使用水量を基礎として、異常のあった期間の使用水量を推定する。 

(2) 使用者等の不在その他やむを得ない理由のためメーターの点検不能により使用水量が不明のときは、前月分の使

用水量を基礎として推定する。 

(3) 冬期積雪のため点検が困難なときの使用水量は、第1号の基準による。 

(4) メーターの機能検査の結果、公差を超えたときは、その割合に応じて使用水量を推定する。 

(5) 消火のため、メーターを経由する私設消火栓を使用した場合は、第1号の基準により使用水量を推定(以下この号

において「推定使用水量」という。)し、当該月の使用水量と推定使用水量との差を当該月の使用水量から控除する。 

(資料提供の請求) 

第21条 使用水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、所有者等に資料の提出を求めることができる。 

(減免) 

第22条 条例第38条の規定により料金及び手数料の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者

に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

２ 料金又は手数料を減額し、又は免除する場合の額は、管理者が別に定める。 

(停水処分の方法) 

第23条 条例第41条の規定による給水の停止は、給水栓を封印し、若しくは制水弁の閉鎖メーターを撤去し、又は配水

管との連絡を切断することによって行う。 

(身分証明書の携帯) 

第24条 現金取扱員、メーター検針員、工事係員等は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求のあったとき

は、これを提示しなければならない。 

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査) 

第25条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に

定めるところによる。 

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定による管理基準に準じて管理すること。 



(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁

り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。 

(その他) 

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規程は、公表の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規程の施行の日の前日までに、廃止前の加賀市水道事業給水条例施行規程(平成17年加賀市水道事業管理規程第

14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為

とみなす。 

附 則(令和元年12月17日上下水道事業管理規程第1号) 

この規程は、公表の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、令和2

年4月1日から施行する。 

様式第1号(第5条、第14条関係) 



 

年度   給水装置工事申込書        加賀市上下水道事業   

受付番号 第   号 受付年月日   年 月 日 配水区分 
□大聖寺□松が丘□橋立□片山津
□山代□山中 

 (宛先)加賀市上下水道事業 加賀市長 
 
 加賀市水道事業給水条例第7条及び加賀市給水条例施行規程第5条の規定により給水を受けたく工事の施工を申し込

みます。なお、加賀市水道事業給水条例第17条の規定により配水管と給水装置の分岐箇所から量水器までは、工事完

了後の維持管理を含め市に寄附します。 

                   〒 

              住 所 

 工事申込者        ふ り が な 

 (所有者)        氏 名            印  TEL(   )   ― 

                   〒 

              住 所 

 代理人          ふ り が な 

              氏 名            印  TEL(   )   ― 

装 置 設 置 場 所  加賀市                    番地     (   区  ) 

ふ り が な 

使 用 者 

 
 
                    印 

水 道 料 金 送 付 先   納入者コード   

工 事 の 種 類  新 設、改 造(移 設 口径変更 位置変更) 量水器取付日 ，  ， 

用 途 の 種 別 
□家庭用□公共用□医療用□浴場用□事務所用□営業用
□工業用□食 品 製 造 業 用□その他□臨時用□農事用 竣工検査日 ，  ， 

種別コード「      」 量水器番号  ― 

口 径 ミリメートル 配 水 管 口 径 ミリメートル 検 定 月 日 年   月 

給 水 装 置

分 岐 承 諾 書 

分岐のため水量不足が生じても市に対して異議を申しません。 

住所 加賀市                 氏名               印 

給 水 装 置

埋 設 承 諾 書 

給水管を埋設することを承諾します。問題が生じた場合は当方にて解決を図ります。 

住所 加賀市                 氏名               印 

使 用 休 止 届 

当分の間休止の届をします。 
 
 
    年  月  日 
 
 
氏名         印 

使 用 廃 止 届 工事の完了と同時に下記の場所の使用を廃止

します。 
 
 設置場所 
 
 
 氏名              印 

 
 
φ 
 
 

― 

屋 内 分 施 工 

登録番号  第        号 
 
指定事業者名         印 
 
連絡先 

公 道 分 施 工 

登録番号  第        号 
 
指定事業者名         印 
 
連絡先 

 私は指定事業者として公道分の施工については引渡完了までの期間、装置については一年間保証します。 

指定事業者名                  印     

連絡先                           

  
課 長 
・水道技術
管 理 者 

課長補佐・
係 長   

合 議 照査 審査 審査印 検査合格印 

申

請 

         

    
完

了 

         

(注)  

1 法人にあっては、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄には名称及び代表者の氏名を記載してください。 

2 加賀市水道事業給水条例及び加賀市水道事業給水条例施行規程が契約の内容となります。 



 

申込者が加賀市に納める納入金額 
建 物 の 規 模 

 木造   階   鉄筋   階 

 鉄骨   階 内 訳 明 細 書 

①量水器(  ミリメートル) 円  受 水 槽 有効容量      m3 

②加 入 金 円  

3階直結給水 

建
物
種
類 

□一戸建住宅□事務所・店舗用住宅 

□集合住宅(18戸以下) 

③消 費 税 相 当 額 円  

④審 査 ・ 検 査 費 円  

⑤その他(       ) 円  

合計(①＋②＋③＋④＋⑤) 円  量 水 器 位 置   

 

工事施工予定年月日 年   月   日 給水開始予定年月日 年   月   日 
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 道路種別   ・国道    ・アスファルト舗装道 
 
        ・県道    ・コンクリート舗装道 
 
        ・市道    ・砂 利 道 
 
        ・その他(            ) 

通行制限   ・徐行      有効幅員 
 
       ・片側交互通行  (  ．  m) 
 
       ・通行止 
 
備 考   (               ) 

 主任技術者                   印 設計者                   印 
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様式第2号(第14条関係) 

給水装置変更届        (対応)市・管工事 

(給水装置・排水設備使用関係) 

(宛先)加賀市上下水道事業 加賀市長           届出日      年  月  日 

届出の内容 

・使 用 開 始  ・使 用 休 止  ・使用者変更 

 

・送付先変更  ・所有者変更  ・廃止 

精算 

・要 

 

・不要 

異動希望日 年    月    日 (   )  午前・午後      

メ ー タ ー

設 置 場 所 

加賀市 

使 用 状 況 1 自家  2 借家  3 アパート  4 畑・ハウス  5 その他(       ) 

ふ り が な   

届
出

人 

本人・家族・不動産業者・家主・その他 

使 用 者 名 

所 有 者 名 
印 氏 名   

連 絡 先

電 話 番 号 
  

連 絡 先

電話番号 
  

旧使用者名 

(旧所有者名) 
印 

備
考 

  

料 金 の

納 付 方 法 
1 口座振替  2 直接納付(自主納付) 3 納付組合(  町 班コード   ) 

納 付 書 等

の 送 付 先 

〒   ― 

 

※ 使用休止の場合又はメーター設置場所と納付書等の送付先が違う場合は、必ず記

入してください。 

 (注) 

1 法人にあっては、使用者又は所有者欄には名称及び代表者の氏名を記入してください。 

2 所有者変更の場合は、新・旧両所有者の押印又は登記簿若しくは売買契約書の写しが必要です。 

3 加賀市水道事業給水条例及び加賀市水道事業給水条例施行規程が契約の内容となります。 

 

この線から下は記入しないでください。 

メーター番号 位置 下水道 指 数 □ 解体工事 

□ サ ラ 地 

 

受 付 印 

    有・無   

  
  

お 客 様 番 号 異 動 区 分 オンライン入力 

      

 

使用者住民コード                 

  

入 力 処 理 受 付 

      
所有者住民コード                 

 



様式第3号(第14条関係) 

消 火 栓 使 用 届 

 

年  月  日  

 (宛先)加賀市上下水道事業 加賀市長 
 

使用者 住所             

氏名           印 

連絡先               

使 用 目 的   

使 用 日 時       年  月  日 午前・午後  時  分から 
      年  月  日 午前・午後  時  分まで 

出動車両数等 
 ・消防車      ・小型ポンプ      ・人員 
       台           台        人 

消火栓の場所 

(1) 
                              

(2) 
                              

(3) 

消火栓の種類
及 び 使 用
延 べ 時 間 

(1) 〔地下式・地上式〕 ・ 〔単口・双口〕 延べ    分間 
(2) 〔地下式・地上式〕 ・ 〔単口・双口〕 延べ    分間 
(3) 〔地下式・地上式〕 ・ 〔単口・双口〕 延べ    分間 

そ の 他
必 要 事 項   

 (注) 

1 法人にあっては、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄には名称及び代表者の 

 氏名を記載してください。 

2 加賀市水道事業給水条例及び加賀市水道事業給水条例施行規程が契約の内容となりま 

す。 

※ 消防本部・水道課使用欄 

  課 長 課 長 補
佐・係長 

主 査 合 議 担 当 者 

消
防
本
部 

          

水
道
課 

        

担 当 者 緊急当番 

    

処

理

事

項 

使 用 実 績 使 用 料 立 会 員 課 受 付 欄 

 (毎分   m3) 
 
延べ時間  毎分 
 
 分× m3＝ m3 
 
 m3× 口＝ m3 

 
円 

    
通 知 年 月 日 

年 月 日 

 



様式第4号(第14条関係) 

共 同 住 宅 扱 申 出 書 

 

年  月  日   

 

(宛先)  加賀市上下水道事業  

加賀市長 

 

申出人                

住 所              

氏 名          印   

電話番号   ―   ―      

 

 下記の水道メーターの共同住宅扱いについて、加賀市水道事業給水条例第23条及び加賀

市水道事業給水条例施行規程第14条第2項の規定により申し出ます。 

 なお、業務用メーターの指針は報告日に報告します。 

申出の種類 適用を受ける 内容の変更 適用をやめる 

使 用 者 

住 所   

氏 名   
使 用 者 番 号 

  

メーター設置場所 

加賀市 

建物の名称 

種類 

  住宅専用 ・ 店舗併用住宅 

建物構造戸数・店舗数 

     戸     店舗 

業務用メーターの口径 業務用メーターの水量の報告日 入居戸数・店舗数 

     戸     店舗     

居住部分面積 店舗部分面積 面 積 合 計 面 積 割 合 

m2 m2 m2 ％ 

添付書類  入居者名一覧表  全体の平面図 

(注) 

1 法人にあっては、住所欄には主たる事務所の所在地を、氏名欄には名称及び代表者の氏

名を記載してください。                           

2 加賀市水道事業給水条例及び加賀市水道事業給水条例施行規程が契約の内容となりま

す。 

処
理
欄 

     年  月  日 

確認者 

適用    却下 

変更    廃止 
月請求分より 

 


